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令和２年度「相続登記はお済みですか月間」開催のお知らせ 

 相続登記手続きには相続税の申告期限のような定めがないことから、数十年前に亡

くなった先代の名義のままとなっている土地や建物が数多く存在する状況となり、近

年、大きな社会問題になっています。亡くなった方の名義のままでは、その不動産の

所有者を確定することが出来ず不動産を有効利用することができません。また、相続

登記手続きを長期間行わなかったために、相続人が増えてしまい相続関係が複雑にな

り、手続に多くの時間や余分な費用がかかったり、最悪の場合は登記手続き自体が困

難になる場合もあります。 

 長野県司法書士会では、毎年２月を「相続登記はお済みですか月間」として、県内

の司法書士が相続登記に関する相談を無料で応じています。是非ご利用ください。 


